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策定の背景

・現行の本市の都市計画に関する基本的な方針である寒河江

市都市計画マスタープランを踏まえつつ、第２次寒河江市

都市計画マスタープランを策定します。

・また、人口減少や少子高齢化の社会情勢の変化や防災の観

点などを踏まえ、将来に渡り持続可能なまちづくりの実現

に向け、住宅及び都市施設等の適正な立地の誘導を図り、

集約型都市構造を形成するための具体的な方針を示す「立

地適正化計画」を新たに策定します。

・新たな都市計画マスタープランと立地適正化計画の策定に

あたっては、人口課題だけではなく本市が見据える都市づ

くりを踏まえ、その他の上位計画・関連計画との整合を踏

まえながら進めます。
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位置付け

上位計画である 寒河江市振興計画、及び県が定める（山形県計

画）西村山圏域都市計画区域マスタープランに即し、各分野の

関連計画との連携・整合を図りつつ策定します。
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寒河江市都市計画
マスタープラン

都市計画に関する基本的な方針

寒河江市振興計画

<県・市の関連計画 >

（県）西村山地域新病院整備基本構想
（県）地域公共交通計画
（市）生活交通ネットワーク計画
（市）学校施設整備計画（改訂版）
（市）国土強靭化地域計画
（市）地域防災計画
（市）公共施設等総合整備計画
（市）チェリーランド再整備計画
（市）緑のまちづくり基本計画 等

（山形県計画）西村山圏域
都市計画区域マスタープラン

寒河江市
立地適正化計画

居住機能や都市機能の維持や誘導
に関する具体的な方針・区域・施策

をまとめた計画

連携
整合

即す 即す
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都市計画マスタープランとは

⚫ 「都市計画法第18条の2」 に基づいて 、市町村が定め
ることとされている計画

⚫ 中長期的な視点に立ち、目指すべき都市の将来像、都
市計画に係る市町村の基本的な方向性を示した計画

土地利用のルールの見直しや、
道路等の都市施設の整備など
について、国や県と協議のうえ都
市計画や事業計画の決定・変
更を行います。

都市計画マスタープランで

定めた方針に基づいて

図：みんなで進めるまちづくりの話（国土交通省） 5



現行都市計画マスタープラン（H29.3改訂）の構成

[都市づくりの目標] 

１．基本理念：自然空間と調和した、誰もが親しみを持ち、
憩いと安らぎを感じる都市空間づくり

２．都市づくりの目標

[分野別方針]

１．土地利用 ２．安全安心
３．道路網 ４．交通
５．公園・緑地 ６．環境
７．景観

[地域別構想]

１．地域別構想の考え方
２．地域区分の設定
３．地域別構想

寒河江地区 南部地区 東部地区
西部地区 柴橋地区

[都市づくりの実現化に向けた方策]
１．計画的な都市づくり ２．市民協働によるまちづくり
３．都市計画推進体制の構築 ４．計画の進捗管理
５．社会情勢の変化に即した計画の見直し

[全体構想] 

１．将来の都市構造（拠点・都市軸の形成） ２．都市機能の配置
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都市構造図（現行都市計画マスタープラン）
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土地利用構造図（現行都市計画マスタープラン）
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立地適正化計画とは

都市機能誘導区域

医療・福祉・商業等の都市機能を中
心拠点等に集約し、これらの各種
サービスの効率的な提供を図る区域

市街化区域

（用途地域）
立地適正化計画

=都市計画区域

⚫ 「都市再生特別措置法第８１条」に基づいて、市町村
が作成する計画

⚫ 持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少社
会に対応したコンパクトシティを実現するための計画

防災指針
・居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災
に関する機能の確保を図るための指針

・国土強靭化地域計画や地域防災計画防災指針等の具体的
な取組と併せて立地適正化計画に定めるもの

居住誘導区域

人口減少の中でも人口密度を維持し、
生活サービスやコミュニティが持続
的に確保されるよう、居住を誘導す
べき区域
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都市計画マスタープラン 立地適正化計画

法律 都市計画法 第18条の２ 都市再生特別措置法 第81条

計画
期間

性格

定める
もの

・まちづくりの

理念や都市計画の目標
・全体構想：

目指すべき都市像とその実現のた
めの主要課題、課題に対応した整
備方針等）

・地域別構想：
地域別のあるべき市街地像等、実
施されるべき施策等

【必須事項】

①立地適正化計画の区域 ②基本的な方針

③都市機能誘導区域 ④居住誘導区域

⑤誘導施設 ⑥誘導施策

⑦防災指針 ⑧目標値の設定

土地利用を中心にまちづくりの具

体性ある将来ビジョンを確立し、

都市計画の基本的な方針

（あるべき市街地像）を示す。

都市機能を誘導する区域と

居住を誘導する区域の設定による

緩やかな誘導に向けた

具体的な都市像を目指すアクションプ

ラン(都市マスの市街地部に特化した計画)

長期目標年次をおおむね20 年後
の設定が多い。

「都市計画マスタープラン」の長期目
標年次、おおむね20 年後に合わせる。

立地適正化計画・都市計画マスタープランの特徴（比較）
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（県計画）都市計画区域マスタープラン 新第6次寒河江市振興計画
整 合

両計画の流れ
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検討体制

・計画策定にあたり 「庁内検討会議」を組織して検討します。
・学識経験者、市議会議員、関係行政機関や住民等で組織する
「都市計画審議会」に、各段階で意見を伺い、諮問を行います。

都市計画審議会
学識経験者、関係機関代表
市議会議員代表、住民代表

等

市 長
市 民

○住民意向調査
○住民説明会
○パブリックコメント提案 意見

諮問

答申

説明

意見

説明

意見

庁内検討会議
（関係課長）

事務局
みらい協議課
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内容

開催予定時期
都市計画マスタープラン 立地適正化計画

令
和
6
年
度

第１回
令和6年
7月22日

・計画の概要
・スケジュール 等

第２回
令和6年12月
～令和7年2月

・計画の全体概要
・目標・理念
・各種方針
・現況・課題 等

令
和
7
年
度

第３回
令和7年
6～８月

・将来都市構造
・全体構想 等

・都市機能誘導区域
・居住誘導区域
・誘導施設 等

第４回
令和7年

10～12月
・計画（素案）

地域別構想、実現化方策 等
・計画（素案）

誘導施策、防災指針 等

第５回
令和８年
１～２月

・計画（案）
・住民説明会での意見報告
・パブリックコメントでの意見報告 等

都市計画審議会のスケジュール（案）

★本日
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計画の全体スケジュール（案） ※別紙参照

年　　度

作業内容等 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１年目：令和６年度

（１）計画準備

（２）現行計画の検証

（３）上位・関連計画等の整理

（４）現状の分析

（５）都市的課題の抽出

（６）将来目標・都市構造の検討

２年目：令和７年度

（７）全体構想の検討

（８）地域別構想の検討

（９）実現化方策の検討

１年目：令和６年度

（１）計画準備

（２）上位・関連計画等の整理

（３）現状及び将来見通しに関する都市構造上の課題分析

（４）立地適正化に関する基本方針の検討

（５）目指すべき都市の骨格構造及び誘導方針の検討

２年目：令和７年度

（６）都市機能誘導区域及び誘導施設の設定

（７）居住誘導区域の検討

（８）誘導施策の検討

（９）防災指針の検討

（10）施策の評価方法の検討

（11）立地適正化計画（案）の策定支援

（12）届出制度の資料作成

住民意向の把握

■住民意向調査

会議等運営支援

◆庁内検討会議

◆都市計画審議会

◆国土交通省との協議（国協議）

【住民説明】

◇住民説明会

◇パブリックコメント

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

４
月
　
国
提
出

(

立
地
適
正
化
計
画

)

立
地
適
正
化
計
画

共
　
通

寒河江市都市計画マスタープラン及び寒河江市立地適正化計画
業
務
名

令和６年度 令和７年度
４月

現行計画の検証

現状の分析

上位・関連計画等の整理

都市的課題の抽出

将来目標・都市構造の検討

全体構想の検討

計画準備

上位・関連計画等の整理

現状及び将来見通しに関する都市構造上の課題分析

立地適正化に関する基本方針の検討

目指すべき都市の骨格構造及び誘導方針の検討

届出制度の資料作成

都市機能誘導区域及び誘導施設の設定

立地適正化計画（案)

地域別構想の検討

居住誘導区域の検討

誘導施策の検討

防災指針の検討

計画準備

実現化方策の検討

施策の評価方法の検討

■住民意向調査
（寒河江市振興計画の

市民アンケートと連携）

◆第１回庁内検討会議

◆第２回都市計画審議会
（Ｒ6年12月～R7年2月）

○計画の全体概要

○目標・理念、各種方針

○現況、課題 等

◆第２回庁内検討会議

◆第３回都市計画審議会
（Ｒ7年6月～R7年8月）

【都】 将来都市構造・全体構想

【立】 都市機能誘導区域、居住

誘導区域、誘導施設 等

◆第３回庁内検討会議

◆第４回都市計画審議会
（Ｒ7年10月～R7年12月）

【都】 計画（素案）

・地域別構想、実現化方策

【立】 計画（素案）

◆第４回庁内検討会議

◆第５回都市計画審議会
（Ｒ8年1月～R8年2月）

【都】 計画（案）

【立】 計画（案）

◇住民説明会
（Ｒ7年11月～12月）

◇パブリックコメント
（Ｒ7年12月～1月）

◆国協議（第１回）
（Ｒ7年2～5月）

◆国協議（第２回）
（Ｒ7年10月～12月）

◆第１回都市計画審議会
（Ｒ6年7月）

○計画の概要

○スケジュール 等

■地域ワークショップ開催


